
令和７年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事
請負業者等指
名停止要領

委託 令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ６月 ２２日 １か月
東京都千代田区神田
駿河台３丁目９番地

三井住友海上火災保
険（株）

代表取締役 舩曵　真一郎

当該業者は，個人情報保護法及び不正競争防
止法に関する不適切行為等並びにその背景に
ある態勢上の問題が認められたとして，令和
７年３月２４日に金融庁から保険業法に基づ
く業務改善命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

委託 令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ６月 ２２日 １か月
東京都新宿区西新宿
一丁目２６番１号

損害保険ジャパン
（株）

代表取締役 石川　耕治

当該業者は，個人情報保護法及び不正競争防
止法に関する不適切行為等並びにその背景に
ある態勢上の問題が認められたとして，令和
７年３月２４日に金融庁から保険業法に基づ
く業務改善命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

委託 令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ６月 ２２日 １か月
東京都渋谷区恵比寿
一丁目２８番１号

あいおいニッセイ同
和損害保険（株）

代表取締役
社長

新納　啓介

当該業者は，個人情報保護法及び不正競争防
止法に関する不適切行為等並びにその背景に
ある態勢上の問題が認められたとして，令和
７年３月２４日に金融庁から保険業法に基づ
く業務改善命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

委託 令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ６月 ２２日 １か月
東京都千代田区大手
町二丁目６番４号

東京海上日動火災保
険（株）

代表取締役 城田　宏明

当該業者は，個人情報保護法及び不正競争防
止法に関する不適切行為等並びにその背景に
ある態勢上の問題が認められたとして，令和
７年３月２４日に金融庁から保険業法に基づ
く業務改善命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

委託 令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ６月 ２２日 １か月
東京都新宿区西新宿
二丁目６番１号

近畿日本ツーリスト
（株）

代表取締役 瓜生　修一

当該業者は，令和６年５月３０日に実施した
旅行において，発着地のいずれも営業区域外
の旅客運送を行った貸切バスを手配し，道路
運送法に違反するサービスの提供を受けるこ
とをあっせんしたことにより，令和７年３月
２４日に観光庁から旅行業法に基づく業務停
止命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

工事
委託
物品

令和７年 ５月 ２３日 令和７年 ８月 ２２日 ３か月
兵庫県宝塚市新明和
町１番１号

新明和工業（株） 代表取締役 五十川　龍之

当該業者は，特定エレベーター方式ＰＳ設置
工事において，独占禁止法第３条の規定に違
反する行為を行っていたとして，令和７年３
月２４日に公正取引委員会から排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第２第４
号，第４条第
３項

工事 令和７年 ６月 １６日 令和７年 ７月 １５日 １か月
埼玉県北本市宮内５
丁目３５１番地

丸和工業（株） 代表取締役 矢部　利人

当該業者は，令和５年９月２日，茨城県猿島
郡五霞町における倉庫・事務所増築工事にお
いて，労働者の労働災害を防止するために必
要な措置を講じず，労働者が２階床面の開口
部から転落し死亡する工事関係者事故を発生
させた。このことについて，当該業者及び当
該業者の従業員は，令和６年１１月１２日，
労働安全衛生法違反により古河簡易裁判所か
ら罰金刑の略式命令を受け，その刑が確定し
た。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者
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令和７年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事
請負業者等指
名停止要領

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事 令和７年 ６月 １８日 令和７年 ７月 １７日 １か月 柏市高柳９２９－１ （株）和工務店
代表取締役
社長

笠原　和洋

当該業者は，本市発注の「冷温水発生機部品
交換修繕」において，過失により冷温水発生
機の真空状態を約５日間解放したことによ
り，機器内に充填している溶液の劣化を生じ
させた。

過失による粗
雑工事

第２条第１項
別表第１第２
号

工事 令和７年 ７月 ２８日 令和８年 １月 ２７日 ６か月
群馬県太田市飯田町
１５４７番地　ＯＴ
Ａスクエアビル７Ｆ

関東建設工業（株） 代表取締役 高橋　明

当該業者の営業部長は，群馬県桐生市発注の
新庁舎建設工事に関する入札において，入札
の公正を害したとして，公契約関係競売入札
妨害の疑いで，令和７年６月１９日に逮捕さ
れた。

公契約関係競
売等妨害又は
談合

第２条第１項
別表第２第６
号

工事
委託
物品

令和７年 ８月 ４日 令和８年 ８月 ３日 １２か月
市川市鬼高四丁目３
番５号

京葉ガスエナジーソ
リューション（株）

代表取締役
社長

吉岡　比呂志

当該業者の元使用人は，千葉県企業局が発注
した配水管整備工事の入札に関し，令和５年
１２月に予定価格を同局職員から得て公正を
害すべき行為をしたとして，令和７年７月３
日，公契約関係競売入札妨害容疑で千葉区検
察庁から起訴された。

公契約関係競
売等妨害又は
談合

第２条第１項
別表第２第５
号

委託
測量

令和７年 ８月 ２０日 令和８年 ２月 １９日 ６か月
東京都新宿区西新宿
八丁目５番１号

（株）中央技術
コンサルタンツ

代表取締役 甲斐　琴子

当該業者の東北支店長は，宮城県気仙沼市発
注の道路設計業務に関する入札において，公
契約関係競売入札妨害の疑いで，令和７年７
月２１日に逮捕された。

公契約関係競
売等妨害又は
談合

第２条第１項
別表第２第６
号

委託 令和７年 １０月 ２１日 令和７年 １１月 ２０日 １か月
埼玉県戸田市笹目北
町１４番地１９

日興サービス（株） 代表取締役 山口　徹

当該業者及び本社工場長は，労働者の安全管
理等を行うべきところ必要な措置を講じず，
工場内において同社社員の操縦するフォーク
リフトが横転し，当該社員が下敷きになる死
亡事故を発生させたことにより，令和７年２
月２５日，労働安全衛生法違反でさいたま簡
易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

委託 令和７年 １０月 ２１日 令和７年 １１月 ２０日 １か月
東京都千代田区大手
町二丁目３番１号

日本郵便（株）
代表取締役
社長

小池　信也

当該業者は，点呼業務の不備など貨物自動車
運送事業法や関係法令に違反する事実が確認
されたため，令和７年６月２５日に国土交通
省関東運輸局から同法に基づく一般貨物自動
車運送事業の許可取消しを受けた。また，こ
れに伴い，同日付けで国土交通省から貨物利
用運送事業法に基づく第二種貨物利用運送事
業の一部停止命令を，総務省から日本郵便株
式会社法に基づく監督命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号
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令和７年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事
請負業者等指
名停止要領

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

工事
委託
物品

令和７年 １２月 ４日 令和８年 ３月 ３日 ３か月
大阪府大阪市中央区
淡路町二丁目５番１
１号

極東開発工業（株） 代表取締役 布原　達也

当該業者は，特定特装車製品の販売分野にお
いて，独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして，令和７年９月２４日
に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴
金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第２第４
号，第４条第
３項

工事
委託
物品

令和７年 １２月 ４日 令和８年 ３月 ３日 ３か月
兵庫県宝塚市新明和
町１番１号

新明和工業（株） 代表取締役 五十川　龍之

当該業者は，特定特装車製品の販売分野にお
いて，独占禁止法第３条の規定に違反する行
為を行っていたとして，令和７年９月２４日
に公正取引委員会から違反事業者の認定を受
けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第２第４
号，第４条第
３項

物品 令和８年 １月 １５日 令和８年 ２月 １４日 １か月
宮城県仙台市青葉区
中央２丁目１番７号

（株）アイリスプラ
ザ

代表取締役 大山　晃弘

当該業者は，供給する日用品等に係る表示に
ついて，商品の原産国に関する不当な表示が
認められたことにより，令和７年１１月５日
に消費者庁から景品表示法に基づく措置命令
の行政処分を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

測量
委託

令和８年 １月 １５日 令和８年 ４月 １４日 ３か月
東京都渋谷区本町１
丁目１３番３号

（株）トーニチコン
サルタント

代表取締役
社長

横井　輝明

当該業者は，特定地方公共団体等４４者が発
注する特定跨線橋点検等業務に係る入札等に
おいて，独占禁止法第３条の規定に違反する
行為を行っていたとして，令和７年１２月１
９日，公正取引委員会から排除措置命令及び
課徴金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第２第４
号，第４条第
３項

測量 令和８年 １月 １５日 令和８年 ７月 １４日 ６か月
東京都台東区上野七
丁目１１番１号

日本交通技術（株）
代表取締役
社長

舘山　勝

当該業者は，特定地方公共団体等４４者が発
注する特定跨線橋点検等業務に係る入札等に
おいて，独占禁止法第３条の規定に違反する
行為を行っていたとして，令和７年１２月１
９日，公正取引委員会から排除措置命令及び
課徴金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反行為

第２条第１項
別表第２第４
号
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